
(6)交 通パリアフリー法

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の

促進に関する法律 (交通パリアフリー法)の越旨・概要

法律の題旨
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性

・安全性の向上を促進するため、

I.鉄 道駅等の旅客施設及び車両について、公共交通事業者によるパリアフリ
ー化を推進する。

1.鉄 道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設、周辺の道路、

駅前広場等のパリアフリー化を重点的 。一体的に推進する。      ,

法律の概要
1コ基本方針

国は、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上を総合的かつ計画的に推進する

ため、基本方針を策定。

(基本方針の内容)

・移動円滑化の意義及び目標

・移動円滑化のために公共交通事業者が講すべき措置に関する基本的事項

・市町村が作成する基本構想の指針  等
十 1

2口 公共交通事業者が講すべき措置

公共交通事業者に対しヽ 鉄道駅等の旅客施設の新設。大改良、車両の新規導入の際tこ の法律に基づいて定められるパ

リアフリー基準への適台を義務付ける。

既存の旅客施設・車両については努力義務とする。

(基準例)
・エレベーター、エスカレーター等の設置、誘導警告ブロックの敷設  等

3コ重点整備地区におけるパリアフリー化の重点的。
一体的な推進

I.市町村が、基本方針に基づき、一定規模の旅客施設を中心とした地区において旅客施設、道路等のパリアフリ
ー化を

重点的 ・一体的に推進するた―め、基本構想を作成。

(一定規模の旅客胞設の例)

鉄道駅については、 1日 の利用者数が5千人以上であること又は相当数の高齢者、身体障害者等の利用が見込まれ

ること等。

(基本構想の内容)

。目標時期

・重点的に整備すべき地区 (鉄道駅及び周辺の福祉施設、病院、官公庁等を含む地域)

・整備を行う経路、整備の概要  等

工.公 共交通事業者t道 路管理者及び都道府県公安委員会が、基本構想に従つてそれぞれ具体的な事業計画を作成し、
パ

リアフリー化のための事業を実施。

(事業例)

・エレベーター、エスカレーター等の設置、使いやすい券売機の設置、低床パスの導入

・歩道の段差解消

・視覚障害者用信号機の設置  等

虹.地方公共団体等は、駅前広場、通路、駐車場等について、基本構想に従つてパリアフリ
ー化を実施。

4.そ の他

国、地方公共団体の支援措置、必要な情報の提供等。

5.施 行年月日

平成12年 11月 15日 (同法附則第1条ただし書に規定する規定は、平成14年5月15日)


